
スマート農業技術高度化産地支援事業補助金交付要綱 

 

令和３年９月１５日生振第６７７号制定 

（趣旨） 

第１条 知事は、スマート農業技術高度化産地支援事業実施要領（以下「要領」という。）

に基づいて行う事業に要する経費について、予算の範囲内において、千葉県補助金等交

付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）及び本要綱に基づき事

業実施主体に対し補助金を交付する。 

 

（事業実施主体、補助金の対象、経費及び補助率） 

第２条 事業実施主体、補助対象、経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体に

あっては、その役員等（業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる

者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業

務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに

該当するものであるときは、当該事業は、補助の対象とならない。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の

履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反

復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、



当該契約を締結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

四 本要綱による補助金以外の県の補助金を受けている又は受けようとする事業 

 

 （暴力団密接関係者） 

第３条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第２条第２項第２号または第３

号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員

等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

 

（申請） 

第４条 規則第３条の規定により、補助金の交付を申請しようとするときは、知事が別に

定める期日までに、スマート農業技術高度化産地支援事業補助金交付申請書（別記様式

第１号）２部を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出するときは、事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分

の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率

を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る

部分については、この限りではない。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条に規定する条件は、次のとおりとする。 

一 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更（別表に規定する重要な変更

に限る。）をする場合においては、あらかじめ知事の承認を受けること。 

二 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合に

おいては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

 三 その他知事が必要と認める事項。 



 

（承認の手続） 

第６条 前条第１号に規定する承認を受けようとするときは、スマート農業技術高度化産

地支援事業変更承認（中止・廃止）申請書（別記様式第２号）２部を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（状況報告） 

第７条 規則第１０条の規定により事業の遂行状況を報告しようとするときは、１１月末

日現在の状況について、スマート農業技術高度化産地支援事業補助金遂行状況報告書

（別記様式第３号）２部を、１２月１５日までに提出しなければならない。なお、１１

月末日までに、次条に規定する実績報告書が提出された場合はこの限りでない。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告をしようとするときは、補助事業完了の日か

ら起算して一ヵ月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了日のい

ずれか早い期日までにスマート農業技術高度化産地支援事業補助金実績報告書（別記様

式第４号）２部を知事に提出しなければならない。 

２ 第４条第２項ただし書により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出する

に当たって、第４条第２項ただし書に該当した事業実施主体において当該補助金に係る

消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しな

ければならない。 

３ 第４条第２項ただし書により交付の申請をしたときは、第１項の実績報告書を提出し

た後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税

額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した事業実施主体については、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（別記様式第５

号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しな

ければならない。 

また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合で

あっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年度６月１５日



までに、同様式により知事に報告しなければならない。 

 

（交付の請求） 

第９条 規則第１５条の規定により、補助金の交付の請求をしようとするときは、スマー

ト農業技術高度化産地支援事業補助金交付請求書（別記様式第６号）を知事に提出しな

ければならない。 

 

（概算払いの請求） 

第１０条 規則第１６条第２項の規定により、概算払いにより補助金の交付を受けようと

するときは、スマート農業技術高度化産地支援事業概算払請求書（別記様式第７号）を

知事に提出しなければならない。 

 

（書類の整備） 

第１１条 事業実施主体は、支出証拠書類を事業終了年度の翌年度から起算して５年間保

存しなければならない。 

 

附則 

１ この要綱は、令和３年９月１５日から適用する。 

 

  



別表（第２条・第５条） 

事業実施主体 

施設園芸におけるスマート農業機器等を導入した農業者が組織する団体等で、以下に

掲げる者 

（１）農業協同組合 

（２）農業協同組合の生産出荷部会 

（３）農業法人（農事組合法人等） 

（４）農業者が組織する団体（３戸以上） 

補助対象経費 内訳 

（１）コンサルタントの活用 

（２）研修会の開催 

（１）謝金 

  コンサルタント謝金、研修会講師謝金 

（２）事業費 

  会場借り上げ料、資料作成費、印刷製本費、コン

サルティングの運営及び配信等に係る機材運搬

費、消耗品費 

（３）委託費 

  本事業の交付目的たる事業を他の者に委託する

ために必要な経費（第三者に委託することが必要

かつ合理的・効果的な業務に限る。） 

補助率及び補助金額の上限 

対象経費の１／２以内 

１事業実施主体あたり 50万円 

重要な変更 

ア 事業の中止又は廃止 

イ 事業実施主体の変更 

ウ 事業費の 30％を超える増又は減 

 

  



（別記様式第１号） 

スマート農業技術高度化産地支援事業補助金交付申請書 

 

 

  番     号 

年  月  日 

  千葉県知事      様 

 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 

 ○○年○月○日付け○○第○○号で計画承認があった事業計画において、下記のとお

り事業を実施したいので、千葉県補助金等交付規則第３条の規定により、補助金○○○

円を交付されたく申請します。 

記 

１  事業の目的、内容及び計画 

    別紙様式のとおり 

 

（注）１  別紙様式は、実施要領別記様式第２号（事業実施計画）を添付すること。 

計画承認の事業内容から変更（重要な変更を除く）があるときは、本文中

の「○○年○月○日付け○○第○○号で計画承認があった事業計画におい

て、下記のとおり事業を実施したいので」を「○○年○月○日付け○○第

○○号で計画承認があった事業計画において、下記のとおり一部を変更し

事業を実施したいので」とし、計画承認を受けた計画書の変更箇所を加筆

修正した当該資料ページを添付して提出すること。  



（別記様式第２号） 

スマート農業技術高度化産地支援事業変更承認（中止・廃止）申請書 

 

  番     号 

年  月  日 

  千葉県知事      様 

 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 

 ○○年○月○日付け○○指令第○○号で補助金の交付決定通知のあった事業につい

て、下記のとおり変更（中止・廃止）したいので、千葉県補助金等交付規則第５条の規

定に基づき申請します。 

 

記 

１  変更の理由 

 

２  事業内容 

   別紙様式のとおり 

 

（注）１ 別紙様式は、実施要領別記様式第２号（事業実施計画）を添付すること。 

   ２ （注）１について、補助金の交付決定により通知された事業の内容及び経費の配分と変

更後の事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対照できるよう変更部分を二段書き

とし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。 

   ３ 添付書類については、補助金交付申請書に添付したものから変更があったものに限り添

付すること。 

   ４ 補助金の額が増額する場合は、本文中の「千葉県補助金等交付規則第５条の規定に基づ



き申請します。」を「千葉県補助金等交付規則第５条の規定に基づき、補助金○○○円を

追加交付されたく申請します。」とすること。  



（別記様式第３号） 

スマート農業技術高度化産地支援事業補助金遂行状況報告書 

 

  番     号 

年  月  日 

  千葉県知事      様 

 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 

 ○○年○月○日付け○○指令第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業

について、千葉県補助金等交付規則第１０条の規定に基づき、その遂行状況を下記のと

おり報告します。 

記 

 

区分 総事業費 

事業の遂行状況 

備考 

○○年○月○日までに 

完了したもの 

○○年○月○日以降に 

実施するもの 

事業費 
出来高 

比率 
事業費 

事業完了 

予定年月日 

 円 円 ％ 円 ％  

（注）１ 「区分」の欄には、○○○年○月○日付け○○第○○号で計画承認通知があっ

た事業計画の経費の配分及び負担区分に掲載された事項について記載するこ

と。 

   ２ 「事業費」の欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載すること。  



（別記様式第４号） 

スマート農業技術高度化産地支援事業補助金実績報告書 

 

  番     号 

年  月  日 

  千葉県知事      様 

 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 

 ○○年○月○日付け○○指令第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につ

いて、下記のとおり実施したので、千葉県補助金等交付規則第１２条の規定により報告し

ます。 

 

記 

 

（注）１ 本報告を行う場合は、実施要領別記様式第２号（事業実績）を添付すること。 

２ 添付書類については、支払い経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿等の写し又は補助金調書

の写し、経費の支払いを確認するための資料（例：契約書、請求書、領収書等の写し）、その

他事業実施を確認するための資料（例：写真、会議議事録等の写し、作成したマニュアル等）

を添付すること。 

  



（別記様式第５号） 

○○年度消費税仕入控除税額報告書 

番     号  

年  月  日  

  千葉県知事 ○○ ○○ 様 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 ○○年○月○日付け○○指令第○○号をもって交付決定通知のあったスマート農業技術

高度化産地支援事業補助金について、交付要綱第８条第３項の規定により、下記のとおり

報告します。 

記 

１ 補助金の額の確定額                  金         円 

  （  年  月  日付け  指令第  号による額の確定通知額） 

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額      金         円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

金         円 

４ 補助金返還相当額（３－２）              金         円 

 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

   なお、間接補助事業者が法人格を有しない組合等の場合はすべての構成員分を添付すること。 

   ・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

   ・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

   ・３の金額の積算内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて提

出すること） 

   ・間接補助事業者が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定

収入の割合を確認できる資料 

 

５ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載 

［                                       ］ 

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由を記載 

［                                       ］ 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 



   なお、間接補助事業者が法人格を有しない組合等の場合はすべての構成員分を添付すること。 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定

申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始日、事業開

始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類等、免税事業者であることを確認できる資料 

・間接補助事業者が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の

割合を確認できる資料 

 

  



（別記様式第６号） 

○○年度スマート農業技術高度化産地支援事業補助金交付請求書 

 

番     号  

年  月  日  

  千葉県知事 ○○ ○○ 様 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 ○○年○月○日付け○○達第○○号で額の確定のあった○○年度スマート農業技術高度

化産地支援事業補助金について、千葉県補助金等交付規則第１５条の規定により、次のと

おり請求します。 

 

区分 
確定額 

(A) 

既受領額 

(B) 

今回請求額 

(C)=(A)-(B) 
備考 

 円 円 円  

計     

（注）１ 「区分」の欄には、○○年○月○日付け○○第○○号で計画承認通知があった

事業計画の経費の配分及び負担区分に掲載された事項について記載すること。 

  



（別記様式第７号） 

スマート農業技術高度化産地支援事業概算払請求書 

 

番     号  

年  月  日  

  千葉県知事 ○○ ○○ 様 

 

申請者住所 

申請者名 

代表者氏名 

 

 ○○年○月○日付け○○指令第○○号をもって交付決定のあった○○年度スマート農業

技術高度化産地支援事業補助金を、千葉県補助金等交付規則第１６条第２項の規定により、

次のとおり概算払されるよう請求します。 

 

区分 
補助事業に要

する経費 

交付決定額 

(A) 

今回請求額 

(B) 

残高 

(C)=(A)-(B) 
備考 

 円 円 円 円  

計      

（注）１ 「区分」の欄には、○○年○月○日付け○○第○○号で計画承認通知があった  

事業計画の経費の配分及び負担区分に掲載された事項について記載すること。 


